
 

 

 

 

 
 

 

 

歩行者利便増進道路（ほこみち）として指定された路線内に、利便増進誘導区域（特例区域）

として松本市中央１丁目を新たに指定しました。          

特例区域では、道路占用許可が柔軟に認められ、歩道内でのカフェやベンチ等によるテラス 

営業等が可能になります。詳細については、維持管理課管理係までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【松本地域における考え方】（国）143号 （松本市中央１丁目、幅員 4.5mの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

長野県（松本建設事務所）プレスリリース    令和７年（2025 年）10 月 29 日 

（問合せ先） 

担 当：長野県松本建設事務所 維持管理課 

     太田、前田       

電 話：0263-40-1963（直通） 

ＦＡＸ：0263-48-1216 

E-mail：matsuken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp 

松本市内の歩行者利便増進道路（ほこみち）で利便増進誘導区域を

新たに指定しました。 
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歩行者利便増進道路（ほこみち）指定路線（区域）及び利便増進誘導区域（特例区域） 

     （国）143 号 松本駅前北交差点～市民芸術館西交差点 

            松本市中央一丁目 452 番地先～松本市深志三丁目 1201 番地 24 先 

            特例区域：松本市中央一丁目（今回新たに指定） 

松本市深志二丁目 

     （主）松本塩尻線 市民芸術館西交差点～勤労者福祉センター入り口交差点 

            松本市深志三丁目 1201 番地 24 先～松本市埋橋一丁目 1166 番地 13 先 

            特例区域：松本市深志三丁目、松本市中央四丁目 
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概要図 赤囲：歩行者利便増進道路制度（ほこみち制度） 指定予定路線 

（国）143 号（松本駅前信号機～市民芸術館西交差点） 

（主）松本塩尻線（市民芸術館西交差点～勤労者福祉センター入り口交差点） 

青点：コロナ占用特例適応箇所 

赤囲：歩行者利便増進道路制度（ほこみち制度） 指定予定路線 

（国）143 号（松本駅前信号機～市民芸術館西交差点） 
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特例区域の指定に係る考え方 

・道路構造令に規定されている以下の幅員を確保すること。  

自転車歩行者専用道路：歩行者の交通量が多い道路では４ｍ以上、その他の道路では３ｍ以上

歩道：歩行者の交通量が多い道路では 3.5ｍ以上、その他の道路では 2ｍ以上 

・点字ブロックからの離隔を 60 ㎝以上とすること 

・既存の物件（植栽、街路灯等）が優先されること 
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